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（目的）
第１条　この規程は、公益社団法人石川勤労者医療協会（以下「この法人」という）定款第１３条の規定に基づき、役員の報酬の支給、ならびに費用弁済の基準について定めることを目的とする。

（報酬等の支給）
第２条　役員には、その法人業務における勤務形態に応じて報酬を支給することができる。

（報酬等の算定基準）
第３条　常勤理事には，別表①に定める管理者手当を支給することができる。その場合、この手当を役員報酬とする。
　　２　常勤理事以外の役員には、役員報酬は支給しない。

（交通費及び日当の支給）
第４条　法人職員以外の役員に、理事会参加に対する交通費及び日当として、１回につき１０，０００円を上限に、交通費及び日当を支給する。

（費用弁済）
第５条　役員がこの法人の業務のために出張する場合は、法人旅費規定に基づき旅費を支給する。

（報酬等の支払い方法）
第６条　常勤理事の管理者手当は、職員給与の支払い日に支給する。
　　２　第４条の交通費及び第５条費用弁済は、発生の都度、支給する。

（公表）
第７条　この法人は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第２０条第１項に定める報酬等の支給基準として公表するものとする。

（改廃）
第８条　この規程の改廃は、総会の議決を持って行う。

付則　　この規程は、公益社団法人石川勤労者医療協会の設立の登記の日から施行する。

別表①
	役職名
	管理者手当

	常勤理事（医師）
	理事長
	７０，０００円

	
	城北病院院長
	　５０，０００円

	
	病院長
	　３０，０００円

	
	その他
	　３０，０００円

	常勤理事（医師以外）
	専務
	　４０，０００円

	
	副専務
	　３０，０００円

	
	城北病院事務長
	　３０，０００円

	
	その他
	　１０，０００円



